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世界宣教委員会基本事項 

 

１ 目的 

この委員会は沖縄バプテスト連盟（以下「連盟」という。）が行なう世界宣教を推進す 

ることを目的とする。 

２ 委員会の構成 

   この委員会に委員長、書記及び若干名の委員をおくことができる。 

３ 活動方針 

   この委員会の１項の目的を推進するためにあらゆる活動をするものとする。 

４ 基金の募集 

   委員会は世界宣教の推進を円滑にするために必要な基金を募るものとする。 

５ 委員会の運営予算 

   委員会の運営費は連盟の一般予算を持って当てるものとする。 

６ 宣教師訓練プログラム 

   委員会は世界宣教派遣のため宣教師訓練プログラムを計画立案し実施する。 

７ 対外行事の推進 

   委員会は海外で行なう連盟と係わる行事等の参画を推進する。 

８ 各部、各会との協力 

   委員会は連盟の各部及び婦人会、壮年会、青年会等の協力を得るものとする。 

９ 他団体（教派）との協力 

委員会は世界宣教の活動に当たり、日本バプテスト連盟、日本バプテスト同盟等との

連携協力を行なうものとする。 

10 その他 

 

      １９９７年４月７日理事会において承認 
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